
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案について 

（通勤災害保護制度の見直し関係） 
 
 
１ 趣旨 

高齢化の進展とともに、家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていること、ま

た、平成１９年４月１８日大阪高裁判決（義父の介護のため通勤経路を逸脱した労働者

に対する休業給付不支給決定を取り消すものとする判決。）を踏まえ、労働者が要介護

状態にある家族の介護を行うケースについて、通勤災害保護制度の対象とする省令改正

を行う。 
 
２ 改正の必要性及び概要 
（１）省令改正の必要性 

ア 通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいう。この場合の

通勤とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就

業の場所への移動、③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及

び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされている。し

かし、労働者が、移動の経路を逸脱し、若しくは移動を中断した場合には、逸脱又は

中断の間及びその後の移動は通勤とはされていない。 
 
イ ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定め

るものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱

又は中断の間を除き、通勤とされることとなっている。厚生労働省令として、労災則

第８条において、「日用品の購入その他これに準ずる行為」（第１号）などが規定され

ている。 
 
ウ 具体的内容が多岐にわたり、相当長時間を要する介護行為について、労災則第８条

第１号の「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当するとして省令をそのまま

にしておいた場合には、今後も司法判断により、同号の対象となる行為が拡大してい

く可能性がある。 
 
→したがって、介護は、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に当たらないと考え

られ、労災則の改正が必要。 
 
（２）省令改正の対象とする介護行為の範囲 

ア 介護を受ける対象者の範囲 

○ 「要介護状態（注）にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、

扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹」を対象とする（育児・介護休業法に基づく

介護休業制度の対象家族と同様。）。 
 



（注）要介護状態の判断基準は、単身赴任者が就業場所と帰省先住居の間を移動する経路を通

勤災害保護制度の対象とする場合の考え方と合わせる。要介護状態とは、負傷、疾病又は

身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態

（労災則第７条）をいい、常時介護を必要とする状態かどうかは、「労働者災害補償保険

法の一部改正の施行及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支

給金支給規則の一部を改正する省令の施行について（基発第 0331042 号）」の別表「常時

介護を必要とする状態に関する判断基準」（別添参照）により判断する。 
 
イ 介護の内容等 

○ 労働者が介護を反復継続して行っていることを要件とすることが適当である。す

なわち、介護についても、介護が労働者本人にとって日常生活上必要な行為である

ことが必要であり、通常は他の者が行っている家族の介護をたまたま代わって行う

ケースまで対象とすること適当でないと考えられる。（初めて介護を行ったケースは、

介護をその後も反復継続して行うこと予定していたかどうかによって判断すること

とする。）。 
 
○ 介護については、およそ介護に該当するものであればよいと考えられ、個別具体

的な内容までは定めない。また、時間についても定めない。 
なお、逸脱・中断の間を除き、通勤災害の保護の対象となるのは、当該逸脱・中

断が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事

由により行うための最小限度のものである場合」（労災保険法第７条第３項）である

ことから、介護についても、「やむを得ない事由により行うための最小限度のもの」

であることが必要である。 
 
３ 施行期日 

平成２０年４月１日 
 
 





○ 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）（抄） 

 
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。  

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡（以下「業務災害」という。）

に関する保険給付  
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡（以下「通勤災害」とい

う。）に関する保険給付  
三 二次健康診断等給付  

２ 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理

的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くも

のとする。  
一 住居と就業の場所との間の往復  
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動  
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。）  
３ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる

移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各

号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中

断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得

ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断

の間を除き、この限りでない。  
 

○ 労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０年労働省令第２２号）（抄） 

 
（日常生活上必要な行為）  

第八条 HT法第七条第三項THの厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。  
一 日用品の購入その他これに準ずる行為  
二 職業訓練、HT学校教育法第一条THに規定する学校において行われる教育その他

これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受け

る行為  
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為  
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる

行為  
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